
文京区コミュニティバス「Ｂ－ぐる」第三路線 
運行ルート上の交通規制の変更について 

 
 
１ 交通規制を変更する道路 
 特別区道文第８２７号（菊坂通り） 

 

２ コミュニティバス B－ぐる第三路線の運行ルート（当該エリア周辺の抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 交通規制の変更内容 
 場所 変更前の規制内容 変更後の規制内容 

① 
本郷 4丁目 
37番先～36番先 

 

・歩行者専用 
 自転車を除く 
土・日曜、休日を除く 
7:30～9:00 

・歩行者専用 
自転車を除く 
土・日曜、休日を除く 
7:30～8:30 

② 
本郷 4丁目 
34番先～27番先 

 ・歩行者専用 
 自転車を除く 
土・日曜、休日を除く 
7:30～9:00 

・歩行者専用 
自転車を除く 
土・日曜、休日を除く 
7:30～8:30 

・歩行者専用 
 自転車を除く 
日曜・休日は 13:00～17:00 

（廃止） 

 
 
３ 交通規制の変更理由 
  文京区コミュニティバス第三路線の運行を契機とし、交通実態に即した交通規制の変更を行
うことでバス路線の利便性向上を図ります。 

 
 
４ 交通規制変更の時期 
  文京区コミュティバス第三路線の運行に合わせ、運行開始前に規制変更を行います。 

規制区間 
② 

規制区間 
① 

資料６ 


